
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第３９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年１２月１７日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県上島町百貫島東方沖 

 百貫島灯台から真方位０７８°５,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.７′ 東経１３３°２０.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 FOREST
フ ォ レ ス ト

 ANGEL
エンジェル

（中華人民共和国香港特別行政区籍）、

５,３２１トン 

   ９４７４１１３（ＩＭＯ番号）、MAGNIFICENT VIEW LTD 

Ｂ 漁船 大成
たいせい

丸、４トン 

   ＨＳ３－３２５１７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ベトナム社会主義共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部防舷材に破損 

 事故等の経過  Ａ船は、百貫島東方沖において、平成２４年１２月１７日０９時

４０分ごろＢ船の船首部と衝突した。 

 Ｂ船は、百貫島東方沖において、Ａ船の左舷船尾部と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

 Ａ船は、百貫島東方沖において、Ｂ船と衝突したものと考えられる

が、船長Ａから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、百貫島東方沖において、Ａ船と衝突したものと考えられる

が、船長Ｂから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

原因  本事故は、百貫島東方沖において、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の船首

部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。  


